
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
委託について



介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務は、「包括支援センター」
もしくは「委託を受けた居宅支援事業所」が行っています。

地域包括支援センター 居宅支援事業所

一部委託

介護予防支援
介護予防ケアマネジメント業務

ケアプランの作成

地域包括支援センター

被保険者地域包括支援センター

介護予防支援
介護予防ケアマネジメント業務

被保険者

ケアプランの作成



一部委託とは・・・

地域包括支援センターが行う介護予防支援・介護予防ケアマ
ネジメント業務のうち、ケアプラン作成に係る一連の業務を居宅
介護支援事業所に委託することです。

委託業務の内容

（1）アセスメント

（2）介護予防サービス計画原案の作成

（3）サービス担当者会議の開催

（4）介護予防サービス計画原案の説明、同意

（5）介護予防サービス計画書の交付

（6）サービスの提供

（7）モニタリング

（8）評価

（9）日常の利用者、サービス提供事業者との連絡・調整



令和６年４月より

介護予防支援事業所の
指定を受けた
居宅支援事業所

介護予防支援の
ケアプランの作成

介護予防支援
事業を実施

石垣市の指定のみを
受けたのなら

石垣市の被保険者
のみ担当できる

令和６年４月から指定居宅介護支援事業所が市町村から指定を受け
て介護予防支援事業を実施することができるようになります。



変更点１

介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業所が
介護予防支援事業所の指定を受けることで、介護予防支援
を実施できるようになります。

指定の効力の範囲については、その指定を受けた市村町
の被保険者のみ担当することができます。

要支援者の計画書（ケアプラン）は、介護予防サービスを含ん
だ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジ
メント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務
は「介護予防支援」のみです。



指定介護予防支援業務と介護予防ケアマネジメント業務

介護予防支援 介護予防ケアマネジメント業務

利用サービス
予防給付

予防給付+介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業

対象者 要支援１.２
事業対象者

要支援１.２

契約
地域包括支援センター

予防支援事業所の指定を受けた居宅支援事業所
地域包括支援センター

計画作成者

地域包括支援センター

包括より委託を受けた居宅支援事業者

予防支援事業所の指定を受けた居宅支援事業所

地域包括支援センター

包括より委託を受けた居宅支援事業者

給付管理

計画請求

地域包括支援センター

予防支援事業所の指定を受けた居宅支援事業所
地域包括支援センター

指定を受けた居宅支援
事業所ができる業務



指定を受けて予防支援を実地する場合は、
「利用者との契約」及び「介護予防サービス計
画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）
届出書」の提出が必要になります。

提出

居宅届書の提出利用者と直接契約



ショートステイ等、月毎に利用するサービスが異なり、「介護予防
支援」と「介護予防ケアマネジメント」が行き来する場合は、その都
度、所定の事務手続きが必要になります。（計画書の確認や居宅
依頼届出書の提出等）

※計画書の確認や居宅依頼届出書の提出等の事務手続きの方
法については、詳しい取り扱い通知がまだ出ていないため、詳細
が分かり次第、お知らせいたします。

介護予防ケアマネジメント
介護予防支援



Ｒ６.４月 ５月 ６月 ７月

利用サービス 通所型サービス

ショートステイ

通所型サービス 通所型サービス

ショートステイ

通所型サービス

ショートステイ

対象プラン 介護予防支援 介護予防ケアマ
ネジメント

介護予防支援 介護予防支援

Ａさんは、令和 ６年 ４月から通所相当サービスとショートステ
イを利用しており、Ｂ居宅介護支援事業所が指定介護予防支
援事業所として担当していたが、令和 ６年５月はショートステイ
の利用がなかった場合。（前提として利用者は包括と契約済）

この場合においては、４月分・６月分・７月分はB 事業所が指定介護予防支援

事業所として担当、５月分は地域包括支援センターが担当することになります。
（包括支援センターから委託を受けて担当する事もできます）

B予防の
居宅届

包括の
居宅届

B予防の
居宅届

例

B事業所と
契約必要



介護予防支援費が改正されます令和６年度より 変更点２





介護予防支援費が改正されることに伴い、
令和６年４月以降の委託費を変更します。

令和６年３月まで
（令和６年４月請求分）

令和６年４月から
（令和６年５月請求分）

４，３８０円 ４，４２０円

初回加算、委託連携加算については、金額の変更はありません。

〇初 回 加 算・・・・・３，０００円
〇委託連携加算・・・・・３，０００円

包括支援センターより委託を受けて、計画作成業務を行って
いただく場合は、これまで通りの業務内容になります。




